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概要 

岸田総理が主導したＧＸ実行会議では、2050 年以降の脱炭素社会を構築し維持するため

には、「原子力を可能な限り活用する」ことが不可欠とされた。 

2050 年の電力需要は 2030 年の約 1.5 倍と見込まれ、発電量を増大する必要がある。「原

子力を可能な限り活用する」のに必要な新増設炉の建設期間を考えると今直ちに着手する

必要があるが、そのような状況は見られない。 

ＣＯ２排出量ゼロ（CN:カーボン・ニュートラル）は 2050 年以降も持続する必要があるが、

2050 年以降運転期間を終了する発電所が急増するので、原子力の発電規模を維持するため

には、新設炉の建設を継続的に進める必要があることにも留意しなければならない。 

本稿は必要となる原子炉の設備容量と基数を示し、建設着手に懸念される事項を明らか

にした。 

 

１． 2050 年ＣＯ２排出量ゼロに必要な原子力発電の規模 

（１） 2050 年における電力需要は 2030 年の約 1.5 倍 

2050 年には人口減や省エネの進展など電力需要を下げる要因もあるが、ＥＶ車の増大な

ど電力活用分野の拡大や情報産業、半導体産業などの電力多消費産業の進展により需要を

押し上げる要因が上回ると想定される。地球環境産業技術開発機構（RITE）は年間電力需要

を 1.3～1.5 兆 kWh と、2030 年の約 9340 億 kWh1)の約 1.5 倍 2)を予測している。以下の 2050

年の原子力発電規模の試算に当たっては、年間需要（＝発電量）を平均値の 1.4 兆 kWh と

した。 

 

（２） ＣＯ２排出量ゼロで期待される原子力発電の規模 

2050 年のＣＯ２ゼロ実現には、発電はすべて脱炭素電源とする必要があり、このために

は、 

 再生可能エネルギー（再エネ）を最大限活用するとしても、安定再エネ（水力）は 10％

程度が限界。変動再エネ（太陽光と風力）は昼夜の日射や数日の気象変動の吸収がせ

いいっぱい。週を超える気候変動や夏冬の季節間変動の吸収は現実的でなく再エネ

は発電比率で 30～40％程度が妥当と考える。 

 化石燃料は CCUS や CCS にＣＯ２利用や貯蔵、あるいは水素、アンモニアなどに燃料

転換をしても 10～20％程度。変動再エネのバックアップ電源やへき地での活用が主

となろう。 

これらを勘案すると、安全性を強化した原子力は技術的にも安定した脱炭素電源であり、

30～40％程度を期待したい。以下にこの可能性について試算した。 

 

（３） 2050 年における原子力発電比率と原子炉基数のシミュレーション 

運転期間が 60 年と 80 年、原子力発電比率は 20％、30％と 40％のケースについて、2050

年に必要となる新設発電炉の基数を試算した。残存炉の基数を除いて新たに必要となる基

数は以下の通りである。（基数は 120 万 kW と 160 万 kW の発電容量の基数を示す。） 

 運転期間 60 年 
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 2050 年ＣＯ２排出量ゼロの実現に向けて 

原子力発電比率 40％を努力目標とし 30％を死守せよ！ 
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➢ 原子力発電比率 20％では 10 基（160 万 kW）～14 基（120 万 kW）、30％では 23 基

（160 万 kW）～30 基（120 万 kW）、40％では 35 基（160 万 kW）～45 基（120 万

kW） 

 運転期間 80 年 

➢ 原子力発電比率 20 基では 120 万 kW、160 万 kW とも 2 基、30％では 14（基 160

万 kW）～20 基（120 万 kW）、40％では 27（基 160 万 kW）～45 基（120 万 kW） 

上記試算では実現可能性のある枠組をケースとして選定したもので、現在の法的制約等

（運転期間は審査期間を除いて最長 60 年、新増設は既存の発電所内のリプレースに限る）

は配慮しなかった。 

詳細については参考資料に示す。 

 

２． 日本の原子力発電炉の建設能力 

（１）新設炉の建設期間は 15 年程度 

下図はＧＸ実行計画で採択された「次世代革新炉の今後の道行き」iとして示された革新

炉導入の時間軸である。 

この中で商用炉とし取り上げられた革新軽水炉導入のタイムスケジュールは、 

➢ 2023 年基本設計開始→2030 年後半運転開始（建設期間約 15 年程度） 

とされている。2030 年代後半には運転期間を 60 年に延長した発電炉の運転終了が始まる

ので、今直ちに設置計画に着手する必要がある。 

 

図１ 次世代革新炉の建造タイムテーブル 

 

新設には設置地域の選定と関係機関の了解取得や環境調査、設置認可など手続きが必要

なので、これらを基本設計と同時並行して進めるとしても、2030 年代後半の運転開始目標

の実現は厳しい建設計画となろう。 

 

（２）新設商用炉建設能力は年間 1 基程度 

我が国は 1965 年用初号機（東海第一）運開以降、2009 年の最新炉（泊 3 号）の運開まで

の約 40 年間に 57 基の商用炉が運転開始した。 

この実績から、 

➢ 平均的な新設炉年間投入基数の過去実績は約 1.5 基となる。 
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しかしながら新設炉着手が途絶えた現在、サプライチェーンの劣化、経験者の引退、新規

制制度への対応などを考えると、従前のような規模での建設は容易ではなかろう。 

➢ 2050 年頃までに平均的な新設炉年間投入基数は約 1 基が妥当な建造能力と言えよ

う。 

 

（３） 原子力発電比率 30％を死守・努力目標は 40％！ 

前述の我が国の建設能力を建設期間 15 年、原子炉の年間投入基数１基とした場合の、原

子力発電比率 20～40％達成の可能性を検討した。その結果、 

 2024 年に（今直ちに）着工し年間完成基数１基とすれば、2050 年までに 10 数基の発

電炉の新規稼働が可能となる。 

 達成可能な原子力発電比率は、ＧＸ実行計画で例示された 120万kWクラスとすれば、 

➢ 運転期間 60 年では 20% 

➢ 運転期間 80 年では 30％ 

 年間完成基数を過去実績の 1.5 基としても、2050 年までの完成基数は 20 数基で 40％

には及ばないが、40％に近づけることはできる。 

 いずれの場合も法的な制約の解除、立地地域の理解、財政支援、規制審査の効率化な

どが課題となる。 

 

３． 2050 年ＣＮ実現には原子力比率 40％を努力目標とし 30％を死守せよ！ 

ＧＸ実行計画の「原子力を最大限活用」を実現するには、原子力発電比率の努力目標を

40％、死守限界 30％とすることが必須である。 

2050 年に少なくとも 10 数基の革新軽水炉投入の具体策として、次の事項を明らかにし

て実施に移し、今年中の初号機の建設着工が不可欠である。 

 何が必要か？実施事項の明確化：財政支援制度、地元の理解獲得、環境影響調査実施、

革新軽水炉許認可体制整備育成など 

 誰がやるか？実施体制の整備：推進役としての政府と行政機関の役割の明確化、実施

事業者の体制整備、プラントメーカーやサプライチェーン支援、人材育成支援など 

 何時やるか？タイムスケジュールの設定：熱意ある司令塔、残された期間は少ないこ

とに留意 

 どこに設置するのか？：新規立地（候補は限られる）、既存敷地内（敷地に余裕があ

る発電所が対象）、廃炉跡地（廃止措置計画認可を得ている炉の廃炉完了時期はその

９割が 2050 年頃であり再利用には時間がかかる）など 

 他電源はどの程度活用できるか？エネルギーミックス計画）：変動再エネの変動吸収

の程度、脱炭素火力導入の程度など 

政策レベル、制度レベル、実施レベルに応じた役割を明確化し、それぞれがやるべきこと

を実行に移す必要があり、これは委員会のような審議会では不可能である。 

プロジェクト全体の取りまとめには熱意のある指揮官の就任を期待する。 

 

４． まとめ 

脱炭素社会は 2050 年以降も継続して維持する必要があるとすれば、このためには安定供

給が可能な脱炭素電源である原子力の依存度増大が不可欠であり、運転期間を 80 年に延長

し、原子力発電比率 40％を努力目標としたうえで、30％を死守することが必須である。 

この実現には設置地点の制約や財政的な支援、新設が途絶えたことによる建設能力の劣
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化対策など、様々な対応が必要となる。80 年運転や立地点の確保には制度面での改定も必

要になる。 

これらの課題を克服することにより、2050 年には少なくとも 10 数基の新増設炉の投入

が可能となろう。新設炉の建設期間を 15 年程度とすれば、今直ちに着工すれば実現可能と

の試算を示したが、その実現には原子力開発に対してコペルニクス的な革新的（あるいは

視点を変えた）対応が必要となることがわかる。 

原子力を最大限活用して、2050 年以降の脱炭素社会実現を期待したい。 

 

（石井正則 記） 

 

参考資料 2050 年における原子力発電量のケーススタディー 

（１）試算で想定した条件 

 2050 年の年間発電電力量（＝電力需要）：1 兆 4000 億 kWh 

 原子力発電の比率：20％、30％、40％（３ケース） 

 運転期間：60 年、80 年（２ケース） 

 原子力発電の稼働率：80% 

 基数算定に当たっての設備容量：120 万 kW、160 万 kW（2 ケース） 

➢ 現状のＡＢＷＲ（140 万 kW）、ＧＸ実行計画で提案されている革新軽水炉（120 万

kW）、欧州加圧水炉（EPR２、160 万 kW）を勘案、最少、最大の 2 ケースとした 

（２）必要な発電設備の算出方法 

 必要発電設備容量：（１）の条件で算出された年間発電量から算出された発電設備容

量 

 必要追加発電容量：必要発電容量から 2050 年における既存発電設備容量を差し引い

た値 

➢ 新設３基を含む既存炉の残存基数は 60 年運転では 23 基、80 年運転では 36 基で

ある。 

 追加発電設備の基数：必要追加発電容量を新増設基設備容量（120 万 kW と 160 万 kW）

で除した数値（小数点以下切り上げ） 

（３）試算結果 必要な発電設備の容量と基数 

図に既存発電設備容量の推移と 2050 年における必要な発電量を示した、2050 年以降に

関しては特段の考察はせず、経済状況による電力需要変動は考慮せず、2050 年の規模が維

持されるとした。 

表は 2050 年における必要な新増設基数の算出結果を示したものである。図２に示したよ

うに 2050 年以降の発電容量を一定とすれば、それぞれの意時点での基数は、運転終了発電

量を新増設で代替するとして求めることができる。 
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表 2050 年における原子力発電量、発電設備容量と基数 

運転

期間 

発電

比率 

必要量 残存発電容量 必要増設量 
概算合

計基数 
発電量 

億 kWh 

発電容量 

万 kW 

発電容量 

万 kW 
基数 

発電容量 

万 kW 

概算 

基数 

60 年 

20％ 2,800 4,000 

2,370 23 

1,630 10～14 33～37 

30％ 4,200 6,000 3,630 23～30 46～53 

40％ 5,600 8,000 5,630 35～45 58～68 

80 年 

20％ 2,800 4,000 

3,730 36 

270 2～2 38～38 

30％ 4,200 6,000 2,270 14～20 50～56 

40％ 5,600 8,000 4,270 27～36 63～72 

備考 

1） 必要発電量は発電電力量 1 兆 4000 億 kWh に対する発電比率に応じた値。必要

発電容量は発電所稼働率を 80％として算出。 

2） 概算基数は 120 万 kW（右側の数値）～160 万 kW（左側の数値）に対応、小数

点以下四捨五入。 

 

（４）2050 年に運転を開始させる必要がある新増設発炉の基数 

 運転期間 60 年の場合 

➢ 20％：発電容量 120 万 kW 14 基 ― 160 万 kW 10 基 

➢ 30％：発電容量 120 万 kW 30 基 ― 160 万 kW 23 基 

➢ 40％：発電容量 120 万 kW 45 基 ― 160 万 kW 35 基 

 運転期間 80 年の場合 

➢ 30％：発電容量 120 万 kW 2 基 ― 160 万 kW 2 基 

➢ 30％：発電容量 120 万 kW 20 基 ― 160 万 kW 14 基 

➢ 40％：発電容量 120 万 kW 36 基 ― 160 万 kW 27 基 
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図２ 原子力発電所・発電容量の推移 万kW

既設33

建設中3基・2030年運開、

全36基

40年運転 80年運転60年運転

発電比率40% 8000万kW2050年

発電比率30％ 6000万kW

発電比率20％ 4000万kW

代替炉

創設炉
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「赤ペン親父のつぶやき」 第１７話 

その場しのぎが止まらない官僚の体質 

 

 羽田の JAL と海保の衝突事故を受けて、国交省は滑走路への誤進入を防ぐためにレーダー監視官を配

置すると決めたという。このための増員はせずに役割の見直しで対応するとのこと。これを読んで最初

に思うことは、この衝突事故は極めて不幸な見落としがいくつも重なって起こったことであり、同様の

事故が再び起こる可能性は極めて低いのではないかということである。JAL のコック・ピットの６つの

目、海保のコック・ピットの４つの目、管制塔の少なくとも２つの目、合計１２あるいはそれ以上もの

目が有ったにもかかわらず、滑走路に海保機が誤進入したことに気付けなかった訳で、これ程の見落と

しが今後も起こるとはまず考えられないのである。 

 それにも拘らず、レーダー監視の担当者を置くということは、今の管制官の仕事を増やすことになり、

かえって疲労による注意力の減退を起こし事故につながる可能性を高めるのではないか。では、人員を

増やせと言っているのかというとそうではない。人員を増やせば、その担当者は仕事を始めてから退職

するまで、事故などほとんど起こらない環境の中でひたすらレーダーを見続けるだけのやる気など起こ

るはずもない意味の無い職場で、使い捨てられることになるのが落ちだからである。 

 マスコミに叩かれるのが嫌で、「きちんと対応策を取っています」と言うために、その場しのぎの対策

を考える官僚の悪い性癖がここでも出たと言わざるを得ない。原発においても同様で不要としか思えな

い検査員を配置して、安全との関係が分からない余計な仕事を強要する原子力規制庁の官僚も然りであ

る。 

 何が本当に必要な対策なのか、しっかり考えて本質的な対策を提案するまともな官

僚の増えることをひたすら願うのみである。余談になるのかもしれないが本質的な対

策という点では、規制委員会や炉安審・燃安審も合理的で関係者が納得できるような

姿勢をもって、その使命を果たしてもらいたいものである。 

 

 

 
  

 
  


